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7.  減災対策（そなえる） 

7.1  水害リスクに対する認識の向上（知る） 

 水害リスクを知る機会の提供 7.1.1 

県及び神戸市は、ハザードマップ等を活用しながら、我がまちを歩く体験型講座を開催するな

ど、住民が水害リスクを知る機会を数多く提供するよう努める。 

また、県及び神戸市は減災対策を推進するために、住民が総合治水の重要性を認識できるよう

啓発を行っていく。 

 

 水害リスクを知るツールの整備 7.1.2 

 浸水想定区域図の更新 １)

県は、平成 25 年 6 月の水防法改正にともなう、浸水区域内に指定された企業や要援護者施設、

地下街施設等の避難確保や浸水防止に関する計画策定に必要なデータを提供する必要があること

から、浸水想定区域図を更新し、基礎情報を整理する。 

 

 洪水ハザードマップの改良・強化 ２)

神戸市は浸水想定区域図の更新を受け、“実践的な洪水ハザードマップ”を作成するとともに、

県と協働で外水はん濫を対象とした洪水ハザードマップに加えて、内水被害の考慮や、水害リス

ク評価に関する全国の事例を参考にして、住民が水害リスクを正確に理解でき、わかりやすい洪

水ハザードマップに改良、強化を図ることを検討する。図 7.1.1 に中央区版の特別防災号「くら

しの防災ガイド」を示す。 

また、県は神戸市における地域防災計画の見直しや洪水ハザードマップの作成が円滑に行われ

るよう、支援する。 

 

 兵庫県 CG ハザードマップ ３)

県は兵庫県 CG ハザードマップ（図 7.1.2）で整備してきた映像等を今後も継続して公開してい

くが、神戸市はこれらの映像等の活用方法について検討し活用する。また、内容については適宜

見直す（平成 23 年度には、平成 23 年台風 12 号及び 15 号の浸水実績等を追加拡充）とともに、

より住民理解を高める他の方法を検討する。 

 

 危険度マップ ４)

神戸（表六甲河川）地域では、水害リスク情報を重ね合わせ、減災対策に重点的に取り組むエ

リアを表示する「危険度マップ」を県が作成し、県と神戸市で活用方策を検討していく。 

 

当該地域における水害を知るツールの整備に関する取り組み一覧を、表 7.1.1 に示す。 
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表 7.1.1(1) 神戸市防災特別号 くらしの防災ガイド（中央区版）記事面 
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表 7.1.1(2) 神戸市防災特別号 くらしの防災ガイド（中央区版）マップ面 
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表 7.1.1 水害を知るツールの整備に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

住民 － 

・県及び神戸市が提供する浸水による被

害及び避難に関する情報を把握する

よう努め、その周知に協力する。 

県 

・外水はん濫を対象としたハザード

マップを作成 

・神戸市の地域防災計画の見直しやハザ

ードマップの作成が円滑に行われる

よう、支援する。 

・CG ハザードマップを HP で公開 

・平成 23 年台風 12 号及び 15 号の浸

水実績等を追加拡充（当該地域では

該当箇所なし） 

・今後も継続して公開する。 

神戸市 

・雨水による浸水区域を公表  

・広報紙ＫＯＢＥ防災特別号を毎年

全世帯へ配布、神戸市ホームペー

ジに公開  

・洪水ハザードマップを神戸市ホー

ムページに公開 

・内水被害の考慮や水害リスク評価に関

する全国の事例を参考に、住民が水害

リスクを正確に理解でき、分かりやす

いハザードマップに改良、強化を図

る。 

・県が CG ハザードマップで整備してき

た映像等の活用方法について検討し、

活用する。 

・適宜、必要に応じて修正し、周知に努

める。 

図 7.1.2 兵庫県 CG ハザードマップ 
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 防災の担い手となる人材の育成 7.1.3 

 人材の育成 １)

県及び神戸市は、行政、住民、NPO 等、様々な主体の防災の担い手を育成するため、防災研修

を実施する。 

更に、県及び神戸市は、住民が災害時に取るべき行動を身につけ、かつ、平常時から災害に備

えることができるよう、ひょうご防災リーダー講座等の研修（図 7.1.3）を実施し、人材の育成

に努める。特に、表六甲河川に関心が高い人材を発掘し、減災に関する地域活動に主体的に関わ

ることができる防災の担い手の育成を図る。 

神戸（表六甲河川）地域における人材の育成に関する取り組み一覧を表 7.1.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

図 7.1.3 ひょうご防災リーダー講座
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表 7.1.2 人材の育成に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

住民 － 

・浸水による被害の軽減を図るため

には、県民一人ひとりが浸水によ

る被害を軽減する適切な対策を

講ずることが重要であると認識

する。 

・自ら浸水による被害及び、これに

対する適切な対策について学習

するよう努める。 

県 

・平成 16 年度から地域防災力の向

上をねらいとして「ひょうご防災

リーダー講座」を開催し、人材の

育成に努めている。 

・今後も継続的に実施し、行政、住

民、NPO 等、様々な主体の防災の

担い手を育成する。 

神戸市 

・消防署が実施する研修（市民防災

リーダー研修）を受講すること

で、地域の防災リーダーを育成 

・今後も継続的に実施する。 

 

 研修の充実 ２)

県及び神戸市は、行政の担当職員も水害リスクを十分認識し、より専門的な知識を身につける

よう研修の充実に努める。 

また、県及び神戸市は、地域毎に災害に備えた勉強会を実施し、発災時に備える。 

神戸（表六甲河川）地域における研修の充実に関する取り組み一覧を、表 7.1.3 に示す。 

 

表 7.1.3 研修の充実に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

県・神戸市 － 

・行政の担当職員も水害リスクを

十分認識し、より専門的な知識

を身につけるよう研修の充実に

努める。 

・地域毎に災害に備えた勉強会を

実施し、発災時に備える。 

・小学生を対象とし、貯留･浸透の

ジオラマ模型を使った出前講座

を実施していく。 

住民 

・河川の氾濫を考慮した避難訓練やビ

ニールシート等を用いた水防訓練を

実施しているが、訓練に参加する人

が少ない、限られているなどの課題

がある。 

・今後も継続的に実施するととも

に、参加者を増やすための取り

組みを検討する。 
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7.2  情報提供体制の充実と水防体制の強化（支える） 

 避難情報の伝達 7.2.1 

県は神戸市及び住民の避難判断の助けとなるような、防災情報の提供体制の充実に努める。 

平成 25 年度には、河川監視カメラ 6基の増設、氾濫予測システムの整備を実施しており、今後

も各種防災情報を継続発信する。 

 

 同報無線、移動無線の充実 １)

神戸市は、住民に避難勧告等に関する情報を迅速に提供するため、同報無線、移動無線の充実

を図る。 

神戸（表六甲河川）地域における同報無線、移動無線の充実に関する取り組み一覧を、表 7.2.1

に示す。 

 

表 7.2.1 同報無線、移動無線の充実に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

住民 － 

・県及び神戸市が提供する被害及び避難

に関する情報を把握するよう努める。

・他の地域住民に、把握した情報を提供

するよう努める。 
・自ら及びそれぞれの安全を確保するよ

う努める。 

神戸市 

・防災福祉コミュニティや消防団の役

員等には同報無線戸別受信機が配布

されており、その情報や消防署等か

らの情報を地域で作成している連絡

網を用いて情報伝達を実施 

・今後も継続していくとともにひょうご

防災ネットへの登録普及を含め情報伝

達の複数手段確保に努める。 
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 増水警報情報 ２)

県では、河川内に親水施設を有し、急激に水位上昇が見込まれる河川に大雨洪水注意報、警報

の発表と連動して作動する回転灯や電光掲示板を設置し、河川利用者への注意喚起を図っている。 

図 7.2.1 に妙法寺川での事例を示す。 

また、神戸（表六甲河川）地域における増水警報情報に関する取り組み一覧を、表 7.2.2 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7.2.2 増水警報情報に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

住民 － 

・県及び神戸市が提供する被害及び

避難に関する情報を把握するよ

う努める。 
・他の地域住民に、把握した情報を

提供するよう努める。 
・また、自ら及びそれぞれの安全を

確保するよう努める。 

県 

・河川内に親水施設を有し、急激に

水位上昇が見込まれる河川に大

雨洪水注意報、警報の発表と連動

して作動する回転灯を設置し、河

川利用者への注意喚起を図って

いる。 

・今後も引き続き回転灯や電光掲示

板による注意喚起を、河川利用者

に周知していくよう努める。 

神戸市 

・六甲川、天井川において、大雨・

洪水注意報や警報の発表に連動

して回転灯及び警報音を自動的

に作動させる河川増水警報シス

テムを整備している。 

・今後も引き続き回転灯による注意

喚起を、河川利用者に周知してい

くよう努める。 

図 7.2.1 回転灯の設置（妙法寺川） 
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 道路アンダーパス部の冠水情報の伝達 ３)

国、県及び神戸市では、管理道路のアンダーパス部冠水危険箇所において車両侵入水没事故を

未然に防止するため、直前の路側やアンダーパス部に注意喚起看板や水深表示板、道路冠水情報

板等を設置するなど、現場状況に応じた対策を継続して実施する。 

図 7.2.2 に設置例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.2 道路アンダーパス部の冠水情報（妙法寺川） 
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 河川情報の伝達 7.2.2 

県は、雨量や河川水位のリアルタイム観測情報を公表する。 

県は、フェニックス防災システムの一環で氾濫予測を実施し、その結果を神戸市へ配信する。 

県及び神戸市は、道路アンダーパス部等の冠水危険箇所において、冠水情報板等の設置を推進

する。また、「ひょうご防災ネット」等の携帯電話等のメール機能を利用して、気象情報や避難情

報を地域住民に直接配信するとともに、これら配信サービスへの登録を推進する。 

住民は、行政からの情報を十分に把握することに努める。 

 

 気象庁ホームページ １)

気象庁では、天気予報や台風状況をはじめ、レーダー雨量や姫路観測所等のアメダス(降水量)

天気図等、気象にかかわる様々な情報が配信されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.4 気象台ホームページ（http://www.jma.go.jp/jma/） 
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 川の防災情報 ２)

県は、雨量や水位の観測状況について、国土交通省と連携し、国土交通省ホームページにおい

て、情報配信している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7.2.5 川の防災情報（http://www.river.go.jp/） 
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 兵庫県防災気象情報 ３)

兵庫県は、防災気象情報をホームページにおいて配信している。 

 

 

トップページ                アメダス実況       

  

                

 

 

 

 

 

 

 

現在の降水分布状況              雨雲分布予測 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7.2.6 兵庫県防災気象情報（http://hyogo.bosai.info/） 
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 兵庫県河川監視システム ４)

県は、新湊川の菊水橋地点の水位情報と映像を、ホームページにおいて、配信している。図 7.2.7

に兵庫県河川監視システムを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成 25 年度からは、都賀川に設置した監視カメラの映像も配信している。図 7.2.8 に都

賀川河川監視カメラを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.7 兵庫県河川監視システム

（http://www.rivercam.info/kobe/shimminatogawa/） 

図 7.2.8 都賀川河川監視カメラ

（http://rivercamera.info/togagawa/index/index） 
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 神戸市河川モニタリングカメラシステム ５)

神戸市は、市内河川 30 地点の映像を、ホームページにおいて、配信している。図 7.2.9 に、

神戸市河川モニタリングカメラシステムを示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.9 神戸市河川モニタリングカメラシステム

（http://kobe-city-office.jp/kawa-camera/） 
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 神戸市レーダ降雨情報システム（レインマップこうべ 250） ６)

神戸市では、市内にあるレーダーサイトから電波を発射し、降っている雨の強さや雨域の移動

などの降雨情報を連続的に観測している。気象庁レーダより観測の網が狭いことから、局地的な

降雨を観測することができる。これらの降雨情報を防災及び日常生活に役立つ情報として、幅広

く市民のみなさんに利用していただくため、その 新情報（レインマップこうべ 250）をインタ

ーネット及び携帯電話サイトにて配信している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.10 レインマップこうべ 250 トップページ（http://rainmap-kobe250.jp/） 

 



 

79 

 地上デジタルテレビ放送 ７)

県では、災害が発生したときに県内の市町が発信する避難勧告などの情報（避難勧告・指示、

避難所開設、河川の水位・雨量）を、地上デジタル放送テレビのデータ放送などを通じて、いち

早く住民に伝えるシステムを運用している。 

図 7.2.11 に、地上デジタルテレビ放送による防災情報を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHK 神戸放送局画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンテレビジョン画面 

 

 
図 7.2.11 地上デジタルテレビ放送による防災情報 
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 ひょうご防災ネット ８)

「ひょうご防災ネット」は、防災行政無線、

広報車等の既存の情報伝達手段に加えて、携

帯電話のメール機能、ホームページ機能を利

用して、県民・住民に直接、緊急情報（地震

情報・津波情報・気象警報・土砂災害警戒情

報・河川洪水予報・竜巻注意情報）、避難情報

等を発信するシステムである。県下の市町ご

とにホームページのサイトを設け、大災害等

の緊急時に、いち早くその情報を県民・住民

の方々に伝達する。 

登録者には、県や市町からの緊急情報や地

震情報・津波情報・気象警報・土砂災害警戒

情報をメールで送信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.12 ひょうご防災ネット

（http://bosai.net/regist/） 
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 緊急速報メール ９)

神戸市においては、災害時における緊急情報などを市内におられる方の携帯電話へ、一斉に配

信する「緊急速報メール」サービスの運用を開始している。 

この「緊急速報メール」は、NTT ドコモ、KDDI（au）、ソフトバンクモバイルの市内の携帯電

話基地局エリア内にある携帯電話に対し、市から緊急情報を配信するもので、事前登録は不要な

サービスである。 

 

 
 

 
図 7.2.13 神戸市 HP（http://www.city.kobe.lg.jp/safety/mail/） 
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 フェニックス防災システム（行政間） １０)

県では、神戸市が住民に対して実施する避難勧告等を的確に判断するために必要な情報提供の

一環として、水位予測、氾濫予測を実施し、その結果を「フェニックス防災システム」を通じて

神戸市や消防・警察へ配信している。 

なお、「水位予測」とは、気象庁の降雨データをもとに水位局での 3時間後までの水位を予測し、

これを神戸市や消防・警察へ配信することにより、的確な避難勧告等の発令や水防活動を支援す

るものである。また、「氾濫予測」とは、水位予測と同様、気象庁の降雨予測データをもとに、数

キロの区間毎に 3時間先までの氾濫の恐れの有無を地図に表示して神戸市等へ配信することによ

り、地域を限定した避難勧告等の発令を支援するものである。図 7.2.14、図 7.2.15 に、水位予

測、洪水予測のそれぞれの例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

予測雨量

予測水位
３時間後までの

予測水位現況水位

はん濫危険水位

避難判断水位

図 7.2.14 水位予測の例（フェニックス防災システム） 

図 7.2.15 氾濫予測の例（フェニックス防災システム） 

      氾濫の恐れのある区間（はん濫危険水位相当） 

      氾濫の恐れのない区間 

3 時間予測図 

現在 現在～1時間後 1時間後～2時間後 2時間後～3時間後
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神戸（表六甲河川）地域における河川情報の伝達に関する取り組み一覧を、表 7.2.3 に示す。 

 

 

表 7.2.3 河川情報の伝達に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

県 

・「兵庫県防災気象情報」「兵庫県河

川監視システム」「ひょうご防災ネ

ット」などで住民に防災情報を提

供している。 

・表六甲河川において、洪水時に危

険箇所での 3 時間後までの氾濫予

測を実施し、これを神戸市や消

防・警察へ配信することで、的確

な避難勧告等の発令や水防活動を

支援（フェニックス防災システム）

している。 

・左記システム等の更新、拡充に努

める。 

 

 

・継続して信頼性を高めていく必要

のあるシステムであるため、実績

洪水等を踏まえ、システムの精度

向上に取り組む。 

・地上デジタル放送等を利用した水

位情報等の配信を実施している。 

・今後も正確な配信に努める。 

神戸市 

・神戸市の地域防災計画及び水防計

画に基づき各消防署で作成してい

る水防計画書では、主要な河川に

おいて、水位による避難勧告等の

発令基準を明確にしており、その

水位に達すれば、対象地域代表者

への連絡、消防車両等による広報

パトロール、避難誘導等を実施し

ている。 

・「神戸市河川モニタリングカメラシ

ステム」「神戸市レーダ雨量情報シ

ステム」「緊急速報メール」等で住

民に防災情報を提供している。 

・今後も継続的に実施するとともに、

実績洪水等を踏まえ、避難情報発

令の精度向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

・左記システム等の更新、拡充に努

める。 

 

 



 

1. 神戸（表六甲河川）地域の概要 

1.1 地形・気象等の概要 
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 水防体制の強化 7.2.3 

 情報共有と防災訓練の実施 １)

県・神戸市や防災関係機関で構成する「水防連絡会」を、県は毎年増水期前に実施するなど、

水防に関する相互の情報共有や連携強化に努めている。今後も継続して実施し連携強化に努める。 

また、県は、大規模洪水時における職員の危機管理能力及び地域防災力の向上を図ることを目

的に実践的な演習を行い、神戸市は、県、防災関係機関と連携して防災訓練を実施し、防災体制

の強化に努める。 

さらに、大規模災害を想定した演習を地域住民とともに開催し、発災時の円滑な避難・救援・

警戒活動に備える。 

現在、計画地域には防災拠点が 15 箇所設置されている。施設数を表 7.2.4 に示す。 

神戸（表六甲河川）地域における情報共有と防災訓練の実施に関する取り組み一覧を、表 7.2.5

に示す。 

 

表 7.2.4 防災拠点施設数一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域名 区名 施設数

東灘区 1

灘区 2

中央区 9

兵庫区 1

長田区 0

須磨区 1

垂水区 1

北区 0

西区 0

15合計

神戸（表六甲河川）地域

図 7.2.16 水防訓練 
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表 7.2.5 情報共有と防災訓練の実施に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

住民 
・防災福祉コミュニティ単位で防災

訓練等を行っている。 
・訓練等に参加する人が少なく、限られ

ているため、参加への広報に努める。

県 

・毎年増水期前に県・神戸市や防災

関係機関で構成する「水防連絡

会」を実施し、水防に関する相互

の情報共有や連携強化に努めて

いる。 

・今後も継続して実施し連携強化に努め

る。 

 ・大規模洪水時における職員の危機管理

能力及び地域防災力の向上を図ること

を目的に実践的な演習を行う。 

神戸市 

・毎年、防災福祉コミュニティ訓練、

区防災訓練等を通じて、住民、学

校、行政、他機関が協働した訓練

を実施している。 

・県、防災関係機関と連携して防災訓練

を実施し、防災体制の強化に務める。

・今後も継続的に実施する。 

県・神戸市 

 ・大規模災害を想定した演習を地域住民

とともに開催し、発災時の円滑な避

難・救援・警戒活動に備える。 

 

 

 自主防災組織の結成推進や水防活動への支援 ２)

神戸（表六甲河川）地域における自主防災組織の結成推進や水防活動への支援に関する取り組

み一覧を、表 7.2.6 に示す。 

 

表 7.2.6 自主防災組織の結成推進や水防活動への支援に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

神戸市 
・地域防災訓練時に消費期限前の防災備

蓄物資の提供を行うなど、自助に関わ

る活動に対して積極的に支援を実施 

・今後も地域の防災訓練時には防

災物資の無償提供などの支援

を行う。 

 

 



 

1. 神戸（表六甲河川）地域の概要 

1.1 地形・気象等の概要 
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 河川防災ステーションの利活用 ３)

河川防災ステーションは、地震や洪水などの大規模な災害時に円滑な水防活動や緊急復旧活動

を行う拠点であり、情報・指令拠点や作業員の待機スペースとして利用される水防センターと資

材置場や作業スペースとして利用される多目的広場からなる（図 7.2.19）。 

県及び神戸市は、河川防災ステーションの利活用を推進するとともに、平常時の活用も含めた

利用方法の検討を行う。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7.2.7 河川防災ステーションの利活用 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

県 

・地震や洪水などの大規模な災害時

に円滑な水防活動や緊急復旧活動

を行う拠点として河川防災ステー

ションを整備している。 

・既設河川防災ステーションの維持管

理に努めるとともに、河川防災ステ

ーションの利活用の推進を図り、平

常時の活用も含めた利用方法の検

討を行う。 

 

 

図 7.2.17 河川防災ステーション 

新湊川防災ステーション 

新湊川多目的広場 住吉川多目的広場 

新湊川水防センター 住吉川水防センター 

住吉川防災ステーション 
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7.3  的確な避難のための啓発（逃げる） 

 自助の取組の推進 7.3.1 

 ハザードマップの一層の利活用と住民の知識の啓発 １)

県及び神戸市は、作成したハザードマップ等のより一層の利活用を図り、住民が被害に遭わな

いために必要な知識の啓発に努める。なお、避難中の被災を避けるため、上層階へ避難すること

なども選択肢として提示する。 

また、神戸市は、過去に発生した災害の情報や避難所までの経路、避難経路上の危険箇所、必

要な防災対応などを地域住民自らの手で地図に記載する「手づくりハザードマップ」の導入を推

進する。手作りハザードマップの作成状況を図 7.3.1 に示す。 

神戸（表六甲河川）地域におけるハザードマップの一層の利活用と住民の知識の啓発に関する

取り組み一覧を、表 7.3.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7.3.1 ハザードマップの一層の利活用と住民の知識の啓発に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

住民 

・防災福祉コミュニティでは、高層

ビルや危険な橋を記載した水害

用ハザードマップを作成してい

る。 

・県及び神戸市が提供する被害・避難に

関する情報を把握するよう努める。 
・他の地域住民に、把握した情報を提供

するよう努める。 
・また、自ら及びそれぞれの安全を確保

するよう努める。 

県・神戸市 － 

・作成したハザードマップ等のより一層

の利活用を図り、住民が被害にあわな

いために必要な知識の啓発に努める。

・避難中の被災を避けるため、上層階へ

避難することなども選択肢として提

示する。 
・「手づくりハザードマップ」の導入を

推進する。 

図 7.3.1 手作りハザードマップの作成状況 



 

1. 神戸（表六甲河川）地域の概要 

1.1 地形・気象等の概要 
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 各種防災情報の入手方法の啓発 ２)

県及び神戸市は、携帯電話のメール機能、ホームページ機能を利用して、住民に直接、気象情

報や避難情報等を届ける「ひょうご防災ネット」への加入など、各種防災情報の入手方法の啓発

に努める。 

神戸（表六甲河川）地域における各種防災情報の入手方法の啓発に関する取り組み一覧を、表 

7.3.2 に示す。 

 

表 7.3.2 各種防災情報の入手方法の啓発に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

住民 － 

・県及び神戸市が提供する被害・避難に

関する情報を把握するよう努める。 
・他の地域住民に、把握した情報を提供

するよう努める。 
・また、自ら及びそれぞれの安全を確保

するよう努める。 

県 

・携帯電話のメール機能、ホーム

ページ機能を利用して、住民に直

接、気象情報や避難情報等を届け

る「ひょうご防災ネット」を提供

している。 

・各種防災情報の入手方法の啓発に努め

る。 

神戸市 
・訓練や広報等を通じてひょうご

防災ネットの登録を啓発 
・今後も継続的に実施する。 

 

 共助の取組の推進 7.3.2 

神戸市は、作成したハザードマップ等を活用し、水害発生時に災害時要援護者が円滑に避難で

きるよう、地区内で住民同士が助けあう取組の推進に努める。 

神戸（表六甲河川）地域における共助の取り組みに関する取り組み一覧を、表 7.3.3 に示す。 

表 7.3.3 共助の取り組みに関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

住民 － 

・地域住民同士が相互に連携して総合治

水に資する自主的な活動を行うよう

努める。 
・その活動を行う団体を組織し相互に連

携させる等の方法により、協働による

総合治水に取り組むよう努める。 

神戸市 － 

・作成したハザードマップ等を活用し、

水害発生時に災害時要援護者が円滑

に避難できるよう、地区内で住民同士

が助けあう取組の推進に努める。 
・今後も継続し、速やかな避難が出来る

よう新たな避難先等の確保に努める。

・地域における災害時要援護者の避難支

援体制づくりを促進する。 
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 公助の取組の推進 7.3.3 

 民間事業者との協定締結 １)

神戸市では発災時の円滑な避難等のため、さらには災害時要援護者の緊急受け入れのため、市

内民間事業者、民間社会福祉施設等と災害時一時利用に関する協定を締結する等により災害に備

えている。 

神戸（表六甲河川）地域における民間事業者との協定締結に関する取り組み一覧を表 7.3.4 に

示す。 

 

表 7.3.4 民間事業者との協定締結に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

神戸市 － 

・民間所有ビルとの津波避難ビル利

用協定の締結にあたっては、洪水

時にも利用可能となるよう協定

事項を追加するなどに努める。 

 

表 7.3.5 に、計画地域内の福祉施設数を示す。 

 

表 7.3.5 福祉施設数一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）国土数値情報 公共施設データ 

(コード 16：学校(幼稚園)、19：福祉施設) 

地域名 区名 施設数

東灘区 83

灘区 78

中央区 89

兵庫区 89

長田区 95

須磨区 101

垂水区 116

北区 40

西区 0

691合計

神戸（表六甲河川）地域



 

1. 神戸（表六甲河川）地域の概要 

1.1 地形・気象等の概要 
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 広域的な避難を含めた避難先の指定等 ２)

県は、住民の避難判断の助けとなるような防災情報の提供体制の充実に努める。神戸市は、隣

接市間で避難情報を共有するとともに、水害時に隣接市の避難所を相互に活用することについて

検討を進める。また、神戸市は避難経路等を屋外に表示し、住民や外来者に周知することについ

ても、その有効性や実現可能性を見極めた上で具体化を検討する。 

現在、計画区域には避難所及び広域避難場所が 330 箇所存在する。なお、避難所には、それぞ

れの目的に応じた種別があることを踏まえ、減災対策に取り組む。 

県ホームページで公開している津波一時避難場所情報を、図 7.3.2 に示す。また、神戸（表六

甲河川）地域における広域的な避難を含めた避難先の指定等に関する取り組み一覧を表 7.3.6 に、

計画地域内の避難所数を表 7.3.7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.2 津波一時避難場所情報（兵庫県ホームページ） 
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表 7.3.6 広域的な避難を含めた避難先の指定等に関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

県 － 

・住民の避難判断の助けとなるような

防災情報の提供体制の充実に努め

る。 

神戸市 

・指定収容避難所について、広報紙

KOBE 防災特別号で市民に周知を図

るとともに避難所に看板を設置し

ている。 

・隣接市間で避難情報を共有するとと

もに、水害時に隣接市の避難所を相

互活用することについて検討を進

める。 

 

 

表 7.3.7 避難所施設数一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）神戸市、県提供・公開データ 

地域名 区名 避難所 広域避難場所

東灘区 40 22

灘区 20 7

中央区 35 15

兵庫区 22 12

長田区 28 8

須磨区 38 8

垂水区 43 10

北区 18 3

西区 1 0

245 85合計

神戸（表六甲河川）地域



 

1. 神戸（表六甲河川）地域の概要 

1.1 地形・気象等の概要 
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7.4  水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え（備える） 

 水害に備えるまちづくりへの誘導 7.4.1 

水害リスクの高い地域において、減災のための土地利用や上層階避難が可能でかつ堅牢な建物

への誘導を図るなど、水害に備えたまちづくりの実現に向け、県・神戸市の関係部局で検討する。 

 

 重要施設の浸水対策 7.4.2 

県及び神戸市は、浸水による建築物の被害

を未然に防止し、水害に備えたまちづくりへ

の誘導を図るため、小学校、中学校など避難

所や病院など公共施設等において、電気設備

等を浸水想定水位より上に設置したり、地下

室を浸水が生じない構造にするなど、重要施

設の浸水対策について検討する。 

また、県は、防災拠点としての用途を有す

る建物など耐水機能を有することが特に必要と認める建物等について、所有者の同意を得た上で

指定耐水施設として指定し、施設の所有者等はその機能維持と適正な管理を行う。 

 

 地下施設の浸水対策 7.4.3 

神戸・三宮の地下街「さんちか」や神戸ハーバーランドの「デュオこうべ」を管理する神戸地

下街株式会社では、集中豪雨や津波による浸水などを想定した避難確保計画を既に策定し、有事

に備えている。「さんちか」では、神戸市の防災指令に伴い、買い物客の避難誘導を 優先に行動

する。水害発生の恐れがある際は、災害対策本部を設置し、館内放送で速やかな避難を呼び掛け

る。店舗は営業を中止し、従業員は客や通行人全員を避難させた後、地下街のブロックごとに担

当者が出入り口を施錠する。避難場所は特に決めず、災害時にいる場所から も近い階段に避難

誘導する。「デュオこうべ」では、河川の氾濫、津波発生時いずれでも避難場所を神戸市立中央体

育館とし、同様の避難誘導を行うよう定めている。 

神戸市営地下鉄では、駅構内への浸水防止対策として止水板及び止水鉄扉（防潮扉）を設置す

るとともに、市内河川の浸水想定区域内にある地下鉄の駅構内において、洪水などの発生時に利

用客の円滑かつ迅速な避難誘導を図ることを目的に「避難確保計画」を作成している。避難確保

計画では、大雨洪水警報が発表された場合には巡視による警戒を強化するとともに止水板等を設

置することとしている。また、避難勧告等が発令された場合には営業停止措置をとるとともに、

直ちに利用客の避難誘導を開始することとしている。 

県及び神戸市は、地下街や地下鉄駅構内の迅速かつ安全な避難に期するため、情報提供に努め

る。 

 

図 7.4.1 電気設備の浸水対策 
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 水害に対する保険制度の加入促進 7.4.4 

県及び神戸市は、水害からの早期復旧を図るた

め「フェニックス共済（兵庫県住宅再建共済制度）」

等の加入促進に努める。（図 7.4.2） 

また、地域住民は、浸水による被害を受けた場

合に早期に自立した生活を再建するため、県が実

施する共済制度等への加入や損害保険契約等の締

結等を通じ、生活基盤の回復に備えるよう努める。 

 

 

 

 

 

表 7.4.1 水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備えに関する取り組み一覧 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

県・神戸市 

・浸水による建築物の被害を未然に

防止し、水害に備えたまちづくり

への誘導を図るため、小学校、中

学校など避難所や病院など公共施

設等において、電気設備等を浸水

想定水位より上に設置したり、地

下室を浸水が生じない構造にする

など、重要施設の浸水対策につい

て検討している。 

・水害からの早期復旧を図るため「フ

ェニックス共済（兵庫県住宅再建

共済制度）」等の加入促進に努めて

いる。 

・引き続き、検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き、加入促進に努める。 

地下施設 

管理者 

・集中豪雨や津波による浸水などを

想定した避難確保計画を既に策定

し、有事に備えている。 

・定期的な訓練を実施するなど、避難

計画の強化に努める。 

 

 

図 7.4.2 フェニックス共済 
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8.  環境の保全と創造への配慮 

8.1  人と自然が共生する川づくり 

総合治水に際しては、県が「生物多様性基本法」に基づき平成 21年 3 月に策定した「生物多様

性ひょうご戦略」を踏まえ、多様な生物の生活環境等に与える影響を可能な範囲で回避・低減ま

たは代替できる環境保全措置を講じ、生物多様性の保全に配慮して取り組みを進める。 

また、河川整備に際しては、平成 8年 5月に策定した「ひょうご・人と自然の川づくり」の基

本理念・基本方針に掲げた、治水・利水、生態系、水文化・景観、親水の 4つの基本理念を踏ま

え、「人と自然が共生する川づくり」に取り組む。 

 

４つの基本理念 

① 安全ですこやかな川づくり 

② 自然の豊かさを感じる川づくり 

③ 流域の個性や水文化を一体となった川づくり 

④ 水辺の魅力と快適さを生かした川づくり 

 

8.2  河川環境に配慮した河道改修や連続性の確保 

神戸（表六甲河川）地域の河川は、密集市街地を流れる都市河川であるため治水対策が大きな

課題であるが、都市部における貴重な水面、水路空間であることから、河川環境の整備と保全に

あたっては、関係機関・地域住民と連携して市街地景観内での河川空間の確保を目指す。 

河道改修は、河床の平滑化を避け、低水路の平面および縦断形状を直線化せず、流れに変化を

持たせた施工とする。また、魚介類の遡上・降下に配慮し、落差工・床止の段差を解消していく。

さらに、河道内には多様な生息環境を形成・保全していくため、増水および渇水時における魚介

類の避難場所の確保、および植生の再生・保全を目的に適した工法を積極的に採用し、動植物の

生息につながる整備、住民が川とふれあい親しむことのできる水辺空間の整備に努める。 

 

8.3  水量・水質の保全 

流水の正常な機能の維持を図るために、流域内の水循環の把握、経年的な水位観測、流量観測

データの蓄積に努め、渇水被害が危惧される場合には神戸市や関係機関等と調整を図り、被害の

小化に努める。 

また、水質についても定期的な観測を実施し、流域住民との情報提供と収集に努め、流水に悪

影響を及ぼす行為が発生した際には、関係機関や流域住民との連携により早期発見に努め、事故

の状況把握、関係機関への連絡、河川や水質の監視、事故処理等、原因者及び関係機関と協力し

て、事故原因者のもとで速やかに処理を実施するよう指導・監督する。 

 

8.4  参画と協働による川づくり 

水質の改善や河川環境の保全等については、流域住民一人一人が河川の現状と課題を自らの問

題として認識し、流域全体で問題解決にあたる必要がある。このために、河川情報の公開や提供、

共有化を進め、流域住民との協働や関係機関との連携のもとに河川環境の保全・改善に取り組ん

でいく。 
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また、河川の特性や地域のニーズを反映させた河川整備の実現を目指し、地域住民の主体的参

加の場や機会の創出に努め、流域住民との協働の見地から川に対する住民活動の支援を行うとと

もに、関係機関との連携を強化し、地域に愛される川づくりを推進する。 

さらに、河川愛護活動の支援制度（ひょうごアドプトなど）の導入・活用をはかり、「参画と

協働」の観点から問題の解決に取り組んでいく。 
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1.1 地形・気象等の概要 
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9.  その他総合治水を推進するにあたって必要な事項 

9.1  地域住民相互の連携 

地域住民は、地域やグループでの勉強会の開催、各戸貯留への取り組みなど、総合治水や環境

保全等に関わる自主的な活動を推進するよう努める。県は、総合治水等に関する取り組みが推進

されるよう、各団体や神戸市と連携し、活動の援助に努める。 

 

9.2  関係機関相互の連携 

土地利用計画、準用河川等の整備、公共下水道の整備等については、神戸（表六甲河川）地域

総合治水推進協議会の場などを活用して連携を図る。 

土地利用計画の策定に当たっては、当該土地の河川の整備状況、災害発生のおそれの有無、水

源の涵（かん）養の必要性等を踏まえて策定するものとする。 

 

9.3  財源の確保 

総合治水は県・神戸市・地域住民が協働して推進するものであり、流域貯留等の取り組みは、

施設管理者が自らの負担で実施、維持管理することを基本とし、関係機関が協力して取り組むも

のとする。 

県及び神戸市は、自らが所有する施設について、率先して貯留施設等の整備に取り組むととも

に、補助金等、有利な財源の確保に努める。また、県は、流域対策施設の国庫補助の対象拡大に

むけた要望など、事業実施環境を改善する取り組みを継続していく。 

県及び神戸市は、神戸市や地域住民の取り組みを促進するための財政的支援等について、ニー

ズや整備効果を踏まえ、検討を進める。 

 

 

 



 

97 

 

・付属資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 付図 3 学校施設位置図 

付図 1 公園施設位置図 

付図 2 ため池施設位置図 
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付図 5 農地位置図 

付図 6 森林位置図 

付図 4 調整池施設位置図 
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付図 8 道路アンダーパス位置図 

付図 9 防災拠点施設位置図 

付図 7 その他公共施設位置図 
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付図 10 福祉施設位置図 

付図 11 避難所施設位置図 


